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第１章　総則

　（名称）

第１条　この組合は、日吉台共有施設管理組合（以下｢組合｣という。）と称する。

　（目的）

第２条　組合は、バードタウン日吉台にかかる共有施設を維持管理し、組合構成員

　（以下「組合員」という。）の共同利益の保護・増進を図ることを目的とする。

　（事務所）

第３条　組合の事務所は、千葉県富里市日吉台３丁目２４番地１富里北部コミュニ

ティセンター内に置く。

　（構成員）

第４条　組合は、千葉県富里市日吉台１丁目から６丁目まで（５丁目４２番地及び

　４３番地を除く。）の地区（以下「日吉台地区」という。）の建物の所有者を組

　合員として構成する。

２　日吉台地区以外で建物を所有し、本規約の発効日現在、共有施設を利用してい

　る者も前項の組合員に含める。
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　（規約及び総会の決議の効力）

第５条　この規約は、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。

　以下「法」という。）第６５条に定める規約とする。

２　この規約は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す

　る。

３　占有者は、次条の共有施設の使用方法につき、組合員がこの規約及び総会の決

　議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。　

　（共有施設）

第６条　共有施設とは、真空ゴミ輸送施設及びその附属建物とする。

　　　第２章　組合業務

　（組合業務）

第７条　組合は、第２条に定める目的を推進するため、次の各号に掲げる業務を行

　う。

（１）共有施設の維持管理及び変更並びにこれらに付随する一切の業務

（２）その他総会において決議された事項

　（業務委託）

第８条　組合は、前条に規定する業務の全部又は一部を第三者に委託することがで

　きる。

　　　第３章　組合の構成員

　（組合員の資格）

第９条　組合員の資格は、日吉台地区に建物を所有した時点で取得する。

２　組合員は、建物を所有しなくなったとき又は死亡したときに資格を喪失する。

　（届出義務）

第１０条　前条の規定により資格を取得し、又は喪失した者は、直ちに加入届出書

　又は喪失届出書を組合に提出しなければならない。

２　組合員は、前項の規定により、届け出した内容に変更が生じたときは、直ちに

　変更届出書を組合に提出しなければならない。

　（権利義務の承継）

第１１条　組合員が第９条第２項によってその資格を喪失したときは、建物に関す

　る権利を承継したものが組合員としての権利義務の一切を承継し、その旨を組合

　に届け出なければならない。

　（組合費等）

第１２条　組合員は、第６条の共有施設の修繕及び維持管理に充てるため、次の各

　号に掲げる組合費を納付しなければならない。　

　（１）施設修繕積立金　

　　　　　１区画当たり１８０，０００円とする。
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　（２）維持管理費

　　　　　１区画当たり月額２，８００円とする。ただし、空き家・空き室の場合

　　　　は、１区画当たり月額６００円とする。

　（３）平成１２年４月１日以降に組合員となった者（前条の承継者を除く。）は、

　　　富里市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和６３年条例第１６

　　　号）第４条に定める受益者負担金に相当する金額を納付する。ただし、１区

　　　画当たり１０万円を限度とする。

　（４）理事会がゴミ処理の特別措置に関する規則により、真空ゴミ輸送施設を使

　　　用しないことを承認した場合、当該区画につき組合員の維持管理費を免除す

　　　る。ただし、承認しなかった場合、その区画については、１区画当たり月額

　　　６００円とする。

　（５）前号本文の規定により、維持管理費の支払を免除された組合員は、免除の

　　　対象になった区画にある建物以外に日吉台地区に建物を所有していないとき

　　　は、免除と同時に組合員の資格を失う。

２　組合員が所有する建物の１区画の定義は、次の表の左欄に掲げる建物の種類に

　応じ、同表の右欄に掲げる単位を１区画とする。

　一般住宅（一戸建て）　　　１戸

　集合住宅（マンション）　　法第２条第１項の区分所有権

　共同住宅（アパート）　　　１室

　店舗付き住宅　　　　　　　１戸

　床面積１００㎡を1区画とする。

　ただし、１００㎡を超える場合は、

　店舗・事務所等 　１００で除して生じた端数のうち

　５０㎡未満は切り捨て、５０㎡以

　上は切り上げとする。

　集合住宅（マンション） 　法第２条第１項の区分所有権

　以外の建物で区分所有

　権があるもの

第１３条　削除

　（施設の使用禁止等の措置）

第１４条　組合員が第１２条に定める施設修繕積立金若しくは維持管理費を督促に

　もかかわらず３か月以上滞納した場合又は本規約に違反した場合には、当該組合

　員に対して施設の使用禁止等必要な措置をとることができる。

　　　第４章　共有施設の管理及び遵守事項

　(共有施設の変更及び管理)

１区画の単位　建物の種類
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第１５条　共有施設の使用停止又は破棄についての議事は、第２６条第２項に定め

　るところによる。

２　修繕積立金の支出に及ぶ共有施設の修理、改造、取替え等の処理については、

　総会の議決を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、理事会

　で決定し、総会の事後承認を得るものとする。

３　通常の維持管理については、事前に理事会の承認を得るものとする。ただし、

　緊急やむを得ない場合には、理事会の事後承認を得るものとする。

　（共有施設の使用及び使用方法の遵守）

第１６条　組合員は、共有施設を別途定める使用法に従い使用する権利を有する。

２　組合員は、共有施設の使用に際しては組合員の共同利益に反する行為をしては

　ならない。

３　組合員は、この規約に定めるもののほか、組合から管理上必要な注意事項の通

　知があったときには、これを遵守しなければならない。

　（損害賠償）

第１７条　組合員は、自己の責に帰すべき事由によって、共有施設に損害を与えた

　ときは、その復旧に要した費用を負担しなければならない。

　（使用権利の譲渡禁止）

第１８条　組合員は、建物の所有権と切り離して共有施設を使用する権利を第三者

　に譲渡してはならない。

　　　第５章　総会

　（定期総会）

第１９条　定期総会は、理事長が年１回、新会計年度開始後３か月以内に招集する。

　（臨時総会）

第２０条　臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

　（１）理事会が必要と認めたとき。

　（２）組合員が組合員及び議決権の各５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、

　　　会議の目的及び内容を示して請求したとき。

　（招集手続）

第２１条　総会を招集しようとするときは、総会開催日の２週間以前に総会の日時、

　場所、目的、議案の要領等を書面で組合員に通知しなければならない。ただし、

　前条第２号の場合、理事長は、請求がなされた日から２週間以内に、同日から４

　週間以内の日を開催日とする臨時総会の招集の通知をしなければならない。

　（議決権）

第２１条の２　組合員は、１区画につき１個の議決権を有する。

２　建物の１区画が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、一の組

　合員とみなす。

３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、

　その者の氏名を総会開会までに理事長に届け出なければならない。
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４　組合員は、書面（以下「議決権行使書」という。）又は代理人によって議決権

　を行使することができる。

５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、次の各号に掲げる者が

　代理人となることができる。

　（１）その組合員と同居する者

　（２）その組合員の住居を借り受けた者

　（３）他の組合員又はその組合員と同居する者

　（４）総会の議長

６　代理人は、代理権を証する書面（以下「委任状」という。）を提出しなければ

　ならない。

　（定足数）

第２２条　総会は、総会開催通知日現在の組合員及び議決権の各過半数の出席をも

　って成立する。なお、本人が出席できない場合、別途定める書式による議決権行

　使書又は委任状の提出をもって出席を認める。

　（出席資格）

第２３条　総会には、組合員のほか、理事会が承認した者は出席できる。ただし、

　議長の指名又は了解を得たうえでの発言はできるが、議決には参加できない。

　（議長）

第２４条　総会の議長は、総会において組合員の中から選任する。

２　議長は、書記を任命することができる。

　（議決事項）

第２５条　総会での議決を要する事項は、次の各号に掲げるものとする。

　（１）組合規約の制定、変更又は廃止

　（２）共有施設の使用停止又は廃棄

　（３）収支決算、事業報告、収支予算及び事業計画の決定又は変更

　（４）理事並びに監事の選任及び解任

　（５）施設修繕積立金の支出に及ぶ施設の修理、改造、取替え等

　（６）役員報酬金額の決定

　（７）その他組合の業務に関する事項

　（議決の方法及び範囲）

第２６条　総会の議事は、出席組合員（議決権行使書又は委任状の提出があった者

　を含む。）及びその議決権の各過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長

　の決するところによる。

２　前項の規定にかかわらず、前条第１号及び第２号の事項については、組合員及

　び議決権の各４分の３以上の多数により決する。

３　総会においては、第２１条本文の規定により、あらかじめ通知した事項につい

　てのみ、議決するものとする。ただし、議長が緊急を要すると認めた事項につい

　ては、この限りではない。

　（書面による総会）

第２７条　第２５条第７号に規定する事項に関して、組合員全員の書面による合意
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　があったときは、第２０条に規定する臨時総会に代わり議決があったものとする。

　（議事録作成及び保管）

第２８条　総会の議長は、総会の議事については議事録を作成しなければならない。

２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、書記及び理事長

　がこれに署名・押印しなければならない。

３　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があった

　ときは、これを閲覧させなければならない。

４　理事会は、全組合員にできる限り速やかに議事抄録を配布する。

　　　第６章　役員及び理事会

　（役員）

第２９条　組合は、次の各号に掲げる役員を置く。

　（１）理事長　　　　　１名

　（２）副理事長　　　　１名

　（３）会計担当理事　　２名

　（４）理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）２０名以内

　　　とする。

（５）監事　　　　　　２名

（選任）

第３０条　理事及び監事は、組合員の中から総会で選任する。

２　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

（任期）

第３１条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　業務の継続の必要性により、役員の半数を改選することを原則とする。

３　役員に欠員が生じたときは、理事会で遅滞なく補充し、補充の役員の任期は、

　前任者の残任期間とする。

４　退任する役員は、後任役員が選任されるまでその職務を継続する。

５　組合員でなくなった役員は、役員たる地位を失う。

　（誠実義務）

第３２条　役員は、法令、規約、細則及び総会並びに理事会の議決に従い、誠実に

　その職務を遂行しなければならない。

　（報酬）

第３３条　役員は、その職務に対する報酬を受けとることができる。

　（理事会）

第３４条　理事会は、理事で構成し、総会の決議及びこの規約に基づく組合業務の

　執行について必要な事項を決議する。

２　理事会は、必要の都度、理事長が招集する。また、５分の１以上の理事の同意

　を得て理事会の開催を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなけ

　ればならない。
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３　理事会の議事は、理事本人の過半数が出席し、その過半数で決する。

４　理事会の議事については議事録を作成しなければならない。

５　第２８条の規定を前項の議事録に準用する。ただし、組合員には配布しない。

　（理事会の議決事項）

第３５条　理事会は、次の各号に掲げる事項について議決する。

　（１）総会の決議及び規約等に基づく組合業務

　（２）組合規約の制定、変更又は廃止に関する案

　（３）収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

　（４）その他総会提出議案

　（５）業務委託先の決定又は変更

　（６）その他総会から付託された事項

　（７）細則等の制定、変更又は廃止

　（理事長及び副理事長）

第３６条　理事長は、組合及び理事会を代表し、総会及び理事会の議決に基づきそ

　の職務を執行する。

２　理事長は、法第６５条に定める管理者とする。

３　理事長は、その職務に関し、組合のために原告又は被告となることができる。

　理事長が原告となるときは、理事会の承認を得るものとする。理事長が被告とな

　ったときは、理事会に速やかに報告するとともに組合員には１か月以内に通知し

　なければならない。

４　理事長は、共有施設に係る損害保険契約を締結し、保険証券を保管し、保険金

　の請求及び受領をすることができる。

５　前二項の規定により、理事長の執行する組合業務に関して理事長が得た債権債

　務は、組合員全員に及ぶ。

６　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたと

　きは、その職務を代行する。

７　理事長は、職務執行上必要がある場合は、理事会の議決を経たうえで、諮問委

　員及び事務職員を置くことができる。

　（会計担当理事）

第３７条　会計担当理事は、施設修繕積立金、維持管理費等の収納、保管、運用、

　支出等の会計業務を行う。

２　前項のうち、運用及び通常でない支出については、事前に理事会の承認を得る

　ものとする。

　（理事）

第３８条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、組合の業務を

　担当する。

　（監事）

第３９条　監事は、組合の財産の状況、組合業務及び会計について監査し、その結

　果を総会において報告しなければならない。ただし、公認会計士による監査が行

　われた場合、その監査範囲の事項については、公認会計士による監査報告で代行
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　できる。

２　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

　（自己契約の禁止）

第４０条　役員は、総会の承認を得た場合を除き、組合と契約をすることはできな

　い。

　（役員の責任）

第４１条　役員は、その職務に背き組合に損害を与えたときは、損害賠償の責に任

　ずる。

　（役員の兼職禁止）

第４２条　監事は、理事、諮問委員及び組合の事務職員を兼ねてはならない。

　　　第７章　会計

　（会計年度）

第４３条　会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

　（収入及び支出）

第４４条　組合の収入は、第１２条に定める施設修繕積立金、維持管理費及び補助

　金等とする。

２　組合の支出は、組合運営、施設の維持管理、施設の修理、改造及び取替え等の

　費用とする。

３　維持管理費は、組合運営、施設の維持管理等に要する費用に使用するものとす

　る。

４　施設修繕積立金は、施設の大修理、改造、主要部分の取替え等の費用に使用す

　るものとする。

５　施設修繕積立金を前項の目的以外の費用として使用するときは、原則として総

　会において承認を得るものとする。

６　施設修繕積立金は、維持管理費とは区分して経理するものとする。

　（収支予算の作成及び変更）

第４５条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を理事会の承認を得て定期総会に提

　出し、承認を得なければならない。

２　収支予算を変更しようとするときは、変更案を臨時総会に提出し、その承認を

　得なければならない。ただし、緊急を要するため臨時総会を開催できないことが

　明らかな場合、理事会の承認を得て収支予算を変更することができる。この場合、

　次の総会でその旨を報告しなければならない。

３　理事長は、会計年度の開始後、第１項に定める承認を得るまでの間に、以下の

　各号に掲げる経費の支出が必要となった場合、理事会の承認を得てこれを支出す

　ることができる。

　（１）通常の管理に要する経常経費のうち、第１項の承認を得る前に支出するこ　　　　

　　　とがやむを得ないと認められるもの

　（２）総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費の　　　　
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　　　うち、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるも

　　　の

４　理事長は、前項の支出をしたときは、第１項に定める収支予算案の承認を得る

　ために開催された定期総会において、その内容を報告しなければならない。この

　場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。

（会計報告）

第４６条　理事長は、毎会計年度の収支決算案を理事会の承認及び監事の監査を経

　て定期総会において承認を得るものとする。

　（維持管理費の徴収）

第４７条　維持管理費は、原則として、建物の所有権を取得した日から徴収する。

２　前項の建物取得日が当該月の１日から１５日までの場合は、その月分から、同

　建物取得日が当該月の１６日から３１日までの場合は、その翌月からそれぞれ維

　持管理費を徴収する。

３　建物の所有権を喪失した場合の維持管理費は、喪失日が当該月の１日から１５

　日までの場合は、その月分は徴収しない。喪失日が当該月の１６日から３１日ま

　での場合は、その月分まで徴収する。

４　組合員は、維持管理費について、各自が開設する預金口座（組合が細則で指定

　した金融機関に限る。）から自動振替の方法により組合口座に送金して支払うも

　のとし、徴収日は、組合が金融機関と取り決めた日とする。ただし、組合員が自

　動振替の方法によることができない特別の事情がある場合は、これ以外の方法に

　よるものとし、当月分を当月末日までに納付しなければならない。

５　組合員が維持管理費を支払い期日までに納付しない場合には、組合は、その未

　払金額について、年利１４．６％の遅延損害金を請求することができる。また、

　徴収のために法的手段をとった場合には、それに要した費用（弁護士費用を含む

　。）を請求することができる。

６　徴収した維持管理費は、原則として払い戻ししないものとする。

　（施設修繕積立金の納付）

第４８条　組合員は、第１２条に規定する施設修繕積立金を原則として、建物の所

　有権取得後２週間以内に組合に納付しなければならない。

２　組合員が、前項の施設修繕積立金を支払期日までに納付しない場合は、前条第

　５項の規定を準用する。

　（帳票類）

第４９条　理事長は、財産目録、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他

　の帳票類を作成し、保管しなければならない。

２　理事長は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったとき

　は、帳票類を閲覧させさせなければならない。

　（預金口座の開設）

第５０条　理事長は、会計業務を遂行するため、組合の預金口座を開設することが

　できる。金融機関の指定は、理事会で決定する。

　（資金運用）
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第５１条　施設修繕積立金、維持管理費及び繰越金（決算剰余金を含む。）は、理

　事会の承認を得て、元本保証が確実な金融商品に限り運用することができるもの

　とする。

　　　第８章　雑則

　（細則の規定）

第５２条　この規約の実施に必要な事項について、理事会の決議により細則を定め

　ることができる。

　（所轄裁判所）

第５３条　この規約に関する組合と組合員間の訴訟については、千葉地方裁判所佐

　倉支部又は佐倉簡易裁判所をもって第一審管轄裁判所とする。

　（規約外事項）

第５４条　この規約に定めない事項については、法その他の法令の定めるところに

　よる。

２　規約、細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議に

　より定める。

　（規約原本)

第５５条　この規約を証するため、総会の議長、理事長、副理事長及び理事が署名、

　押印した規約を１通作成し、これを規約原本とする。

２　規約原本は、理事長が保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があっ

　たときは、閲覧させなければならない。

　（役員の個人情報の管理及び守秘義務）

第５６条　理事長及び役員は、組合員名簿等の個人情報を目的外に使用してはなら

　ず、その取り扱いに当たっては、最大限の注意を払って管理しなければならない。

２　役員は、組合員の個人情報の取り扱いに関して、その情報を収集し、又は記録

　した文書（記録媒体により記録したものを含む。以下同じ。）を組合事務所以外

　に持ち出してはならない。ただし、この規約、細則等又は法令に定めがある場合

　を除く。

３　前項本文に該当する事実があった場合、理事長は、理事会の承認を得て当該文

　書の返還を求める等の必要な措置を講ずることができる。

４　役員は、業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

　また、同様とする。

　　　附　則

　（規約の発効）

第１条　この規約は、昭和６１年５月２５日より効力を発する。ただし、規約に定

　める手続きを経て、規約の変更、廃止等が行われた場合にはそれらの効力はその

　時点から発する。
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　（組合の解散）

第２条　施設の帰属および維持管理業務全てが地方公共団体に移管し、組合業務が

　消滅したときは、総会の決議により本規約を廃棄し、組合を解散する。

　　　附　則（平成１１年６月２０日改正）

　この規約の一部改正は、富里町公共下水道接続替えに伴う汚水管渠等の町移管の

日から効力を発する。

　　　附　則（平成１３年６月１７日改正）

１　この規約の一部改正は、平成１３年７月分の真空ゴミ輸送施設管理料支払いか

　ら効力を発する。

２　この改正規約は、改正以前において理事会から真空ゴミ輸送施設の不使用を承

　認された組合員についても適用する。

　　　附　則（平成１７年６月１９日改正）

　　この規約の一部改正は、平成１７年１０月分の真空ゴミ輸送施設維持管理費支

　払いから効力を発する。

　　　附　則

　(施行期日)

１　この規約は、平成２７年７月１日から施行する。ただし、改正後の第１２条第

　１項第２号及び第４号の規定は、平成２７年１０月１日から施行する。

　(経過措置)

２　平成２７年９月分以前の維持管理費については、なお従前の例による。
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